
平成１７年度警察本部の運営目標

中期ビジョン ５－①事項 大規模災害、国際テロ等緊急時の危機管理体制の強化

災害等発生時における京都府警察危機管理総合対策本部と警察署間におけるリアルタイム

△

の情報一元化システム等危機管理基盤を強化します。

災害等発生時における被害拡大等防止に向けた現場活動部隊の事案対処能力を向上しま

△

す。

災害等発生時における警察と自治体等関係機関との迅速・的確な情報の共有化に向けたシ

△

ステムを充実・強化します。

府北部海港対策等の水際対策、主要施設・観光地等における警戒を強化します。

△

中期ビジョン ５－②事項 犯罪のない安心・安全なまちづくりの推進

警察署の再編整備を着実に推進するとともに、交番・駐在所機能を充実・強化し、地域防

△

犯力を向上します。

教育委員会との間で構築した「こども安全・安心情報伝達ネットワークシステム」の効果

△

的運用やボランティア団体との連携・協働による通学路等における防犯パトロールの実施、

「こども110番のいえ」の拡充等、子供の安全を守る対策を強化・実施します。

☆ 「こども110番のいえ」の倍増～15,657件（平成16年度末）→30,000件

街頭犯罪、侵入犯罪について、当面、平成10年当時の発生状況に回復させることを目指
△

します。

☆ 抑止目標（前年比）～街頭犯罪８％減、侵入犯罪４％減

暴力団・来日外国人等の犯罪組織の壊滅・弱体化に向けた戦略的かつ集中的な取締りを強

△

化します。また、悪質な風俗事犯や客引き行為等に対する取締りを徹底し、祇園・木屋町等

の中心繁華街の安心・安全を確保します。

ボランティア団体との協働による街頭補導活動の推進、教育委員会と連携したモデル校に

△

おける非行防止等授業の実施等少年非行防止対策の充実に努めるとともに、個別の事案に応

じて関係機関等によるサポートチームを結成する等少年の指導・支援を強化します。

府、市町村、関係団体等で構築された犯罪被害者支援のためのネットワークによる活動等

△

を充実・強化します。



中期ビジョン ５－④事項 交通死亡事故の抑止等安全で快適な交通環境の確立

悪質・危険性、迷惑性の高い交通違反に重点を指向した取締りを強化します。

△

学校、自治体、その他交通安全教育関係機関・団体等との連携による交通事故実態等を踏

△

まえた効果的な交通安全教育を実施します。

モデル校を指定しての中・高校生に対する自転車集中指導など、歩行者・自転車利用者の

△

マナー向上施策を強化・実施します。

的確な交通規制の実施・見直しと交通情報収集・提供装置の拡充整備を行います。

△

総合的な駐車対策を実施するとともに、新たな駐車対策法制の円滑な導入・運用に向けた

△

業務を行います。


